
法務局の実施する長期相続登記等未了土地解消作業の見直しについて法務省民事局
令和４年４月

公共事業等の実施主体（国・地方公共団体）からの求めに応じて、長期間に
わたり相続登記がされていない土地について、登記官が法定相続人を探索し、相
続人の一覧図（法定相続人情報）を作成する制度

①事業実施主体からの要望
を聴取し、対象土地を決定

②登記官による法定相続人
の調査

③法定相続人情報の作成
（外部委託を活用）

④事業実施主体へ提供

〇 事業実施主体の所有者探索を簡便化
〇 用地取得が容易になり、事業実施を促進

（作業フロー）

政府方針(※)を踏まえ運用を
見直し

・ 地域住民の利益につながるよう、事業実施主体からの要望に対し、より的確に対応

・ 公共事業がより円滑に実施されるよう、作業の迅速性を高め、効率化を図る

① 民間事業者からの要望の受入れ

② 法定相続人情報の作成要件の緩和

③ 作業の効率化・合理化の一層の促進 解消作業の対象とする土地の選定方法を見直し

法務局の行う法定相続人情報作成の要件(死亡後の経過
年数)を、30年から10年に短縮し、対象土地の範囲を拡大

地域の発展のため、民間事業者が行うニーズが高い
公共的事業にも対応

緊急性や必要性の高い公共事業に対し、より迅速に解
消作業を実施し、幅広い事業に成果を届ける

民間が行う事業のうち、法律上の根拠（土地区画整理法・都市再開発

法等）のある事業であり、公共性の高いもの（土地区画整理事業・市街

地再開発事業等）を、要望受入れの対象とする

事業実施主体のニーズに基づき、より広く、法定相続人
の探索作業を実施

（これまでの実績）
平成３０年１１月から、全国５０局の法務局に
おいて、合計・登記名義人約８２，０００人分
（約２２５，０００筆分）の法定相続人情
報の備付けを完了し、事業実施主体に提供済み

※所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成３０年法律第４９号）に基づくもの。平成３０年１１月１５日施行

登記名義人

（※） 所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針（令和３年６月７日関係閣僚会議決定）

上記①～③の新たな運用を、令和４年４月１日から開始

制度概要 効果

受託事業者と法務局が連携・協働し、集中的に作業実施

※政令改正を実施

出生　昭和　 ９年〇月〇日 住所　東京都中央区△△
死亡　平成１３年〇月〇日 出生　昭和３４年〇月〇日

（六男） （長女）

住所　東京都千代田区△△ 住所　東京都品川区△△
出生　昭和１０年〇月〇日 出生　昭和３８年〇月〇日

（妻） （次女）

　　法　務　　太　郎

　　法　務　　花　子

　　法　務　　優　子

　　法　務　　町　子

見直しの内容

※今後、全国の法務局において、地方公共団体に対し、新たな運用に関する周知・協力依頼を実施予定

資料２
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所有者不明土地対策のための筆界認定に関する表示登記の運用見直し

概要

現状の取扱いと課題
✔ 土地取引の際には、土地を測量した上で、
登記簿上の地積を修正する「地積更正の登記」
や土地を分割する「分筆の登記」が行われるこ
とが多い。

✔ この登記を行うためには、対象土地の区画を
把握するため、隣地との筆界の認定が必要。
※筆界は、土地間の公的な境（所有権境と異なる)

法務省民事局
令和４年４月

通達発出による運用見直しのポイント

✔ 現在の実務では、筆界の認定のため
の有力な証拠として申請人が隣地所有者
との間で取り交わした筆界確認情報
（筆界確認書）を申請書に添付している
（印鑑証明書の添付を求める場合もある。）。

✔ 今回の通達発出と法務局の
取扱要領の改訂等を経て、
令和４年９月末を目処 に、
全国の法務局で運用を開始取引の前提である登記が進まず、

土地取引の阻害要因となっている。

隣地の所有者が不明な土地や共有者(相続人)が多数存在する土地等（隣地所有者の筆界確認情報※1を得ることが困難な土地）
について、取引に必要な登記手続※2を円滑に行うことを可能とするため、
申請人の負担軽減 を図りつつ、筆界認定の適正性を確保する新たな運用を示した通達を発出（令和４年４月14日付け）

見直しの効果

✔ 他方で、近年、所有者不明土地の増加や、隣
人関係の希薄化に伴い、隣地所有者から筆界確認
情報を得ることが困難なケースが増加。

※1 「筆界確認情報」とは、申請者と隣地の所有者とが筆界の位置を確認して互いの認識が一致したときに、その確認結果を書面等に記録したもの

［①筆界確認情報が得られない場合や、②隣地に多数の共有者（共
有者）が存在し、筆界確認情報を得ることが困難な場合］

① 登記が円滑に進まないため、取引を断念・躊躇する
② 訴訟等による筆界確定を要する（手間と時間がかか

る）といった対応を要する。

これまで登記が困難であった事案についても、円滑な
登記手続が容易となり、円滑な土地取引が実現

現状 見直し後

筆界確認の重要性は従来と変わらないから、申請人の負担を軽減しつ
つも、登記官の必要な調査により 筆界認定の適正性は十分確保する。

〔従来〕

筆界確認情報を重視した筆界認定

〔運用見直し後〕

現地調査や既存資料を活かした
登記官による積極的な筆界認定

登記官の調査によって筆界が明確と認められる場合（精度の高い地図
がある場合等）には、筆界確認情報の提供を求めないこととする。

相続人全員ではなく、相続人のうち現に占有する者のみで足りると
するなど、筆界確認情報を求める範囲を必要最小限にする。

隣地所有者の押印や印鑑証明書の添付は求めないこととする。

① 隣地所有者不明 ･･･

② 相 続 人 多 数 ･･･

③ 印 鑑 証 明 書 ･･･

✔ 適 正 性 は 確 保 ･･･

※2 R2年中の地積更正・分筆の登記申請件数は、年間約80万件・約170万筆

⇒ 従来は筆界確認情報に重きが置かれていた筆界の認定を、現地調査の権限や登記所
保管資料を活用して、登記官がより積極的に行う。
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